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新たな公益信託制度の施行準備に関する研究会資料（第９回） 参考資料２ 

 

公益信託ガイドラインに記載すべき事項（政令パブコメ意見等への対応） 

 

 公益信託に関する法律施行令 

項番 条文 事項 パブコメ番号 対応方針 

１ 第 1条第３号～第５号 

（特別の利益を与えては

いけない者の範囲） 

「特別の利益を与えてはいけない者の

範囲」の考え方 

パブコメ 1 

 

 

 

ガイドライン第３章第１節第５に

記載 

 公益信託に関する法律施行規則 

 条文 事項 パブコメ番号 

研究会第３回資料 2-2 

対応方針 

２ 第１条第３号 

（公益事務を行う区域） 

「公益事務を２以上の都道府県の区域

内において行う旨を信託行為で定める

もの」に該当するか否かにより判断の

考え方（海外で事務を行う場合も含

む） 

パブコメ 7 ガイドライン第４章第１節第２の 

７に記載 

３ 第１条第６号 

（受託者の職務に関する

事項） 

受託者の職務についての記載内容（受

託者等に適切なガバナンスが確保され

ているような場合など） 

パブコメ 17 ガイドライン第４章第１節第２の 

１０に記載 
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４ 第１条第８号 

（信託管理人の職務に関

する事項） 

「信託管理人の職務に関する事項」に

ついて、信託行為に記載を求める内容

等 

パブコメ 8・17 ガイドライン第４章第１節第２の 

１２に記載 

５ 第１条第９号 

（信託事務年度） 

信託事務年度の初年度の考え方 パブコメ 14 ガイドライン第４章第１節第２の 

１３に記載 

６ 第１条 12号 

（公益信託事務の一部の

委託） 

信託行為に記載する「委託する公益

信託事務の内容」について、受託者の

ガバナンスが一定程度確保されている

ような場合には委託者の意思を尊重

し、「信託管理人が承認した事項」とす

るなど簡便な記載で足りる旨を記載 

パブコメ 9・13・15 

第３回資料 2-2(P9) 

ガイドライン第４章第１節第２の 

１６に記載 

 

７ 第１条 13号 

（公益信託の適正な運営

のために不可欠なものと

しての合議制の機関） 

公益信託の適正な運営のために不可欠

な合議制の機関について、不可欠なも

のとなる場合の考え方や記載粒度（信

託会社など一定程度のガバナンスが確

保されているような場合には、包括的

な記載も許容される）について租税特

別措置法第 40条（一般特例）の適用を

受ける場合に設置される運営委員会等

については、「適正な運営のため不可欠

なもの」とする。 

パブコメ 5・9・11・13 ガイドライン第４章第１節第２の 

１７及び２０に記載 

＊租特 40条対応は課税当局との

調整後に追記予定 

８ 第１条 14号 

（利益相反行為等を行う

特別の利益等の考え方 パブコメ 12 ガイドライン第４章第１節第２の 

１８に記載 
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場合の当該取引の内容） 

９ 第２条第２項第２号 

（予算の基礎となる事実

を明らかにする書類） 

事業計画書及び収支予算書に記載され

た予算の基礎となる事実を明らかにす

る書類の内容、提出不要の場合の考え

方 

パブコメ 21 ガイドライン第４章第２節第２の 

２(4)ｲに記載 

10 第２条第２項第３号ロ 

（受託者の固有財産の資

産等の状況を確認する書

類） 

受託者の固有財産における計算書類の

考え方（債務超過であったとしても、

収入の状況その他の実情に応じて、経

理的基礎があると判断する旨を明記） 

パブコメ 32 ガイドライン第３章第１節第２の 

１(1)及びガイドライン第４章第

２節第２の２(4)ｳに記載 

11 第２条第２項第４号 

（経理的基礎を証する書

類） 

「公益信託事務を処理するのに必要な

経理的基礎を有することを明らかにす

る書類」の具体的な内容 

パブコメ 24・31・33 ガイドライン第４章第２節第２の

２(4)ｴに記載 

12 第２条第３項第１号 

（受託者及び信託管理人

の本人確認書類） 

受託者又は信託管理人が個人の場合の

本人確認書類の内容を明記する（個人

番号カードの他、運転免許証、パスポ

ート等を想定） 

パブコメ 25 

第３回資料 2-2(P18) 

ガイドライン第４章第２節第２の 

２(6)ｱに記載 

13 第２条第３項第８号 

（委託者の承諾書） 

委託者が承諾したことを証する書類

（承諾書の様式等）の明確化 

パブコメ 19 ガイドライン第４章第２節第２の 

２(6)ｶに記載及び様式集に規定 

14 第２条第３項第９号 

（行政庁が必要と認める

書類） 

「行政庁が必要と認める書類」の考え方

（申請者に過大な負担となる各種書類

を求めることにならないよう配慮） 

パブコメ 29・30 

第３回資料 2-2(P21) 

ガイドライン第４章第２節第２の 

２(6)ｷ及びその直下に記載 

15 第２条第４項 

（ホームページ等におけ

提出書類に記載されているホームペー

ジの情報改定等があった場合の対応 

パブコメ 26 認可申請の審査時点でホームペー

ジの情報を確認することができな
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る開示） い場合は、受託者に補正を求める

こととなる。これは一般的な対応

であるため、ガイドラインに記載

しないこととした。 

16 第３条第２項 

（信託財産の支出の方

法） 

①特定資産公益信託における支出の方

法についての考え方（貸与は含まな

い。助成に付随する事務の考え方、「現

物支給」の考え方等）、②特定資産公益

信託における追加信託等があった場合

の事業計画書及び収支予算書の在り

方、③（予定にない多額の寄附等を受

けた場合における対応として）信託管

理人による監督指針を定款に定めるこ

とが適切であること等を定める。 

第３回資料 2-2(P24) ガイドライン第３章第１節第 13

に記載 

 

17 第４条、第５条 

（受託者の経理的基礎及

び技術的能力、信託管理

人の管理能力） 

受託者の経理的基礎及び技術的能力、

信託管理人の管理能力等の考え方 

パブコメ 10・40 

第３回資料 2-2(P27､31) 

ガイドライン第３章第１節第２及

び第３に記載 

18 第８条 

（信託報酬の支払基準） 

信託報酬の支払基準（不当に高額な信

託報酬等）や信託報酬の開示の考え方 

パブコメ 45・47 

第３回資料 2-2(P38) 

ガイドライン第３章第１節第 10

に記載 

19 第９条 

（欠格事由） 

欠格事由の判断基準（公益法人認定ガ

イドラインと同様） 

パブコメ 50 ガイドライン第３章第２節に記載 

20 第 19 条第２号 「災害その他の公益目的事業の実施が 第３回資料 2-2(P65) ガイドライン第５章第１節第１の 
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（残存剰余額の解消） 著しく困難となる事態として内閣総理

大臣が定めるもの」の詳細を記載 

２(1)ウ(ｲ)に記載 

21 第 19 条第３号 

（残存剰余額の解消） 

「公益信託事務を処理するために必要

不可欠であるとして行政庁の確認を得

た事項」の考え方（公益法人認定ガイ

ドラインと同様） 

パブコメ 54 ガイドライン第５章第１節第１の 

２(1)ウ(ｳ)に記載 

22 第 21 条 

（中期的収支均衡の判

定） 

中期的収支均衡を欠く場合の措置 第３回資料 2-2(P69) ガイドライン第５章第１節第１の 

２(2)に記載 

23 第 24 条、第 25条 

（公益事務割合） 

公益事務割合の考え方、運用（やむを

得ない事情により公益事務割合の達成

ができなかったと認められる場合） 

パブコメ 58・59・61・62 ガイドライン第５章第１節第２に

記載 

24 第 36 条第６項、第７項 

（使途不特定財産額） 

対応負債の額の計算式 パブコメ 67 ガイドライン第５章第１節第３の 

２(2)に記載 

25 第 37 条第３項 

（公益信託事務継続予備

財産を保有している場合

の公表事項） 

公益信託事務継続予備財産を保有して

いる場合の公表事項等の具体的な公表

時期の内容 

第３回資料 2-2(P103) ガイドライン第５章第１節第３の 

２(3)に記載 

26 第 39 条～第 49条 

（備え置くべき書類等） 

信託事務年度開始前までに作成し備え

置くべき書類の簡素化、受託者が提出

すべき書類の明確化 

パブコメ 68・71 ガイドライン第５章第２節第１に

記載 

※各提出書類の詳細については同

章同節第１ １の各項目で記載 

27 第 40 条第１項第１号 受託者に関する情報開示に関して負 第３回資料 2-2(P112) ガイドライン第５章第２節第１の 
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担、競争上の不利益等を勘案した具体

的内容 

２(4)に記載 

28 第 40 条第１項第２号ホ 

（関連当事者との取引に

関する事項） 

「関連当事者との取引に関する事項及

びその明細」については、公益法人に

おける開示基準（経常収益又は経常費

用の１００分の１０を超える取引又は

１００万円を超える取引等）との平仄

を合わせて、ガイドライン等において

記載 

第３回資料 2-2(P112) ガイドライン第５章第２節第１の 

２(5)オに記載 

※第８回研究会において提示した

考え方から、100万円という数値

や「軽量」の場合の例外等につい

ては、第９回研究会以降で修正が

あり得る 

29 第 40 条第１項第２号ヘ 

（海外への送金に関連す

るリスクの軽減策） 

リスクの低減策の基本的な考え方（公

益認定等ガイドラインと同様） 

パブコメ 74 ガイドライン第５章第２節第１の

２（5）カに記載 

30 第 50 条第２項第２号 その他行政庁が必要と認める書類 第３回資料 2-2(P129) ガイドライン第４章第２節第６に

記載 

 合同命令 

 条文 事項 パブコメ番号 対応方針 

31 第 18 条 

（公益信託に関する信託

帳簿等の作成） 

公益信託法第 20条第４項の請求に対し

て開示すべき書類の在り方 

パブコメ 83・84・85 ガイドライン第５章第２節第１ 

の３に記載 

32 第 19 条第３項 

（特定資産公益信託に関

する信託帳簿等の作成） 

特定資産公益信託における信託帳簿の

具体的な取扱いの明確化 

パブコメ 88 ガイドライン第５章第２節第１ 

の３に記載 

 その他 



7 
 

 条文 事項 パブコメ番号 対応方針 

33 法第 28条 

（立入検査） 

立入検査の考え方、頻度 国会審議 ガイドライン第６章第４節第３に

記載 

34 その他 本来事業との収益事業の明確化 パブコメ 114・115 ガイドライン第２章第１節第２の

２(2)に記載 

ガイドライン第４章第１節第２の

９(4)に記載 

 


